
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
繰
下
発
行
）

香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
七
年
七
月
十
九
日

（
第
九
二
五
三
号
）

一

目

次

（

印
は
、
県
法
規
集
掲
載
事
項
）
ペ
ー
ジ

第 56 号

平成 17 年

7 月19日（火曜日）

告
　
　
示

○
平
成
十
七
年
度
自
衛
官
の
募
集
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
危
機
管
理
課
）

一

○
保
安
林
の
指
定
の
解
除
（
二
件
）

（
み
ど
り
保
全
課
）

○
香
川
県
農
地
干
害
応
急
対
策
事
業
補
助
の
対
象
及
び
補
助
率
の
特
例
に
関
す
る
規
程

（
土
地
改
良
課
）

二

公
　
　
告

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
県
民
参
画
課
）

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請
　
　
　
　
　
　
　
（

〃
　
　
）

三

○
鳥
獣
保
護
区
特
別
保
護
地
区
の
指
定
予
定
（
二
件
）

（
み
ど
り
保
全
課
）

○
鳥
獣
保
護
区
特
別
保
護
地
区
指
定
の
公
聴
会
の
開
催
（
二
件
）

（

〃
　
　
）

四

○
鳥
獣
保
護
区
の
指
定
予
定
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

〃
　
　
）

五

○
鳥
獣
保
護
区
指
定
の
公
聴
会
の
開
催
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

〃
　
　
）

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
　
　
　
　
（
経
営
支
援
課
）

六

○
公
共
測
量
の
実
施
の
通
知
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
土
木
監
理
課
）

人
事
委
員
会
公
告

○
平
成
十
七
年
度
香
川
県
職
員
等
採
用
中
級
試
験
及
び
初
級
試
験
の
実
施

○
平
成
十
七
年
度
香
川
県
警
察
官
Ｂ
採
用
試
験
の
実
施

一
二

雑
　
　
報

○
市
町
村
職
員
共
済
組
合
の
平
成
十
六
年
度
決
算
の
要
旨

一
八

●
香
川
県
告
示
四
百
四
十
二
号

自
衛
隊
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
七
十
九
号
）
第
百
十
四
条
、
第
百
十
七
条
第
一
項
及
び

第
百
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
十
七
年
度
自
衛
官
（
二
等
陸
士
、
二
等
海
士
及
び
二
等
空
士
）
の
募

集
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
十
七
年
七
月
十
九
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
募
集
期
間

平
成
十
七
年
八
月
一
日
（
月
）
か
ら
同
年
九
月
八
日
（
木
）
ま
で

二
　
試
験
期
間

１
　
男
子
　

平
成
十
七
年
九
月
十
九
日
（
筆
記
試
験
）

平
成
十
七
年
九
月
二
十
七
日
か
ら
同
月
二
十
九
日
ま
で
の
う
ち
指
定
さ
れ
た
日
（
口
述
試
験
等
）

２
　
女
子

平
成
十
七
年
九
月
二
十
六
日
（
月
）

三
　
試
験
場
の
位
置
及
び
名
称

位
　
　
　
　
置
　
　
　
　
　
　
　

名
　
　
　
　
称
　
　
　
　

備
　
　
　
考
　
　

高
松
市
松
福
町
二
丁
目
十
五
番
二
四
号
　
サ
ン
イ
レ
ブ
ン
高
松
　
　
　
　
　
男
子
筆
記
試
験
の
み

丸
亀
市
大
手
町
二
丁
目
四
番
二
十
号
　
　
丸
亀
市
民
会
館
　
　
　
　
　
　
　
男
子
筆
記
試
験
の
み

善
通
寺
市
南
町
二
丁
目
一
番
一
号
　
　
　
陸
上
自
衛
隊
善
通
寺
駐
屯
地
　
　

四
　
そ
の
他

こ
の
試
験
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
は
、
自
衛
隊
香
川
地
方
連
絡
部
（
高
松
市
塩
上
町
三
―
一
一
―
五

電
話
番
号
〇
八
七
―
八
三
一
―
〇
二
三
一
）
に
連
絡
す
る
こ
と
。

●
香
川
県
告
示
第
四
百
四
十
三
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
。

平
成
十
七
年
七
月
十
九
日

告

示



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
七
年
七
月
十
九
日

（
第
九
二
五
三
号
）

二

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

小
豆
郡
池
田
町
大
字
蒲
野
字
小
蒲
野
五
七
六
の
一
、
五
七
六
の
二
、
五
七
七
の
一
、
五
七
七
の
二
、

五
七
八
の
一
か
ら
五
七
八
の
三
ま
で
、
五
七
九
の
一
、
五
七
九
の
三
、
五
八
〇
の
一
、
五
八
〇
の
三
、

五
八
〇
の
四
、
五
八
一
の
四
、
五
八
二
の
三

二
　
保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的
　
魚
つ
き

三
　
解
除
の
理
由
　
道
路
用
地
と
す
る
た
め

●
香
川
県
告
示
第
四
百
四
十
四
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
。

平
成
十
七
年
七
月
十
九
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

高
松
市
香
西
北
町
一
九
〇
の
三
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、
一
九
〇
の
一
七

二
　
保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的
　
魚
つ
き

三
　
解
除
の
理
由
　
急
傾
斜
地
崩
壊
防
止
施
設
用
地
と
す
る
た
め

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
香
川
県
環
境
森
林
部
み
ど
り
保
全
課
及
び
高
松
市
農
林
水

産
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

●
香
川
県
告
示
第
四
百
四
十
五
号

香
川
県
農
地
干
害
応
急
対
策
事
業
補
助
の
対
象
及
び
補
助
率
の
特
例
に
関
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定

め
る
。平

成
十
七
年
七
月
十
九
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

香
川
県
農
地
干
害
応
急
対
策
事
業
補
助
の
対
象
及
び
補
助
率
の
特
例
に
関
す
る
規
程

香
川
県
農
地
干
害
応
急
対
策
事
業
補
助
金
交
付
規
程
（
昭
和
三
十
八
年
香
川
県
告
示
第
九
十
四
号
）
第

二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
補
助
の
対
象
及
び
補
助
率
は
、
平
成
十
七
年
度
に
限
り
、
同
項
の
規
定
に
か

か
わ
ら
ず
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

補
　
　
　

助
　
　
　

の
　
　
　

対
　
　
　

象
　
　
　
　
　

補
　
助
　
率

事
　
　
業
　
　
　
　
　

経
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
費

工
事
費
（
水
路
の
掘
削
、
井
戸
の
掘
削
、
動
力
線
の
架
設
、

六
割
以
内
　
　
　

送
水
管
の
設
置
、
揚
水
機
場
の
設
置
そ
の
他
用
水
確
保
の
た
め

の
工
事
（
今
後
の
干
害
に
備
え
て
、
引
き
続
き
利
用
で
き
る
も

の
に
係
る
工
事
に
限
る
。
）
に
要
し
た
経
費
を
い
う
。
以
下
こ

の
表
に
お
い
て
同
じ
。
）

機
械
器
具
費
（
揚
水
機
（
揚
水
機
専
用
動
力
機
を
含
む
。
）

及
び
揚
水
機
の
附
属
部
品
の
購
入
（
今
後
の
干
水
害
に
備
え
て
、

引
き
続
き
管
理
す
る
目
的
を
も
っ
て
行
っ
た
購
入
に
限
る
。
）

及
び
賃
借
に
要
し
た
経
費
を
い
う
。
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
同
　
　

じ
。
）

共
同
施
行
者
　
　
工
事
費
及
び
機
械
器
具
費
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
割
以
内

が
行
う
事
業

附
　
則

こ
の
規
程
は
、
平
成
十
七
年
七
月
十
九
日
か
ら
施
行
す
る
。

●
香
川
県
公
告
第
四
百
三
十
七
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
非
営
利

活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

な
お
、
関
係
書
類
は
、
香
川
県
政
策
部
県
民
参
画
課
に
備
え
置
き
、
平
成
十
七
年
九
月
六
日
ま
で
縦
覧

に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
七
月
十
九
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀
　

一
　
申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
十
七
年
七
月
六
日

二
　
申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

特
定
非
営
利
活
動
法
人
香
川
Ｓ
Ｇ
Ｇ

公

告

市
町
、
土
地

改
良
区
、
土

地
改
良
区
連

合
又
は
農
業

協
同
組
合
が

行
う
事
業



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
七
年
七
月
十
九
日

（
第
九
二
五
三
号
）

三

穴
吹
　
学

高
松
市
藤
塚
町
二
丁
目
十
二
番
十
五
―
四
〇
四
号

三
　
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
急
速
に
進
む
高
松
・
香
川
の
国
際
化
、
国
際
交
流
の
進
展
の
中
、
通
訳
・
通
訳
ガ
イ
ド

・
翻
訳
依
頼
に
対
し
て
そ
の
要
望
に
応
え
る
事
業
を
行
い
、
も
っ
て
国
際
交
流
・
国
際
観
光
・
国
際
協

力
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

●
香
川
県
公
告
第
四
百
三
十
八
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
非

営
利
活
動
法
人
の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

な
お
、
関
係
書
類
は
、
香
川
県
政
策
部
県
民
参
画
課
に
備
え
置
き
、
平
成
十
七
年
九
月
五
日
ま
で
縦
覧

に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
七
月
十
九
日
　

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
十
七
年
七
月
五
日

二
　
申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

特
定
非
営
利
活
動
法
人
Ｉ
Ｔ
や
り
ま
し
ょ
ん
　
　

松
本
　
静
香

高
松
市
木
太
町
二
区
一
六
八
〇
番
地
四
号

三
　
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
第
四
条
に
示
す
七
種
類
の
活
動
に
お
い
て
、
Ｉ
Ｔ
全
般
技
術
を
用
い
て
　
社
会
貢
献
、

支
援
を
行
う
。

新
規
事
業
創
出
を
志
す
個
人
又
は
既
存
の
企
業
・
団
体
に
対
し
事
業
創
出
の
支
援
を
　

行
い
Ｉ
Ｔ
全
般
の
支
援
を
す
る
こ
と
で
地
方
都
市
の
知
名
度
向
上
・
市
民
生
活
の
向
上
・
経
済
の
活
性
　

化
な
ど
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

●
香
川
県
公
告
第
四
百
三
十
九
号

鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
二
十
九
条
第

一
項
の
規
定
に
基
づ
き
次
の
と
お
り
鳥
獣
保
護
区
特
別
保
護
地
区
を
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
の
で
、
同
条

第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
七
月
十
九
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
名
称

金
刀
比
羅
宮
社
有
林
大
麻
山
鳥
獣
保
護
区
特
別
保
護
地
区

二
　
区
域

善
通
寺
市
大
麻
町
字
岡
二
五
六
三
―
一
、
二
五
六
三
―
四
、
二
五
六
三
―
八
及
び
二
五
六
三
―
九
の

各
地
番
の
区
域

三
　
存
続
期
間

平
成
十
七
年
十
一
月
十
五
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
十
一
月
十
四
日
ま
で

四
　
保
護
に
関
す
る
指
針
の
案

１
　
指
定
区
分

森
林
鳥
獣
生
息
地
の
保
護
区

２
　
指
定
目
的

当
該
区
域
は
、
「
さ
ぬ
き
の
こ
ん
ぴ
ら
さ
ん
」
で
親
し
ま
れ
て
い
る
金
刀
比
羅
宮
の
社
叢
で
、
国

の
名
勝
・
天
然
記
念
物
に
指
定
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
瀬
戸
内
海
国
立
公
園
の
一
部
に
も
な
っ
て
い
る
。

古
く
か
ら
信
仰
の
場
と
し
て
大
切
に
保
護
さ
れ
て
き
た
こ
と
か
ら
、
県
下
で
も
ほ
と
ん
ど
残
っ
て

い
な
い
極
め
て
原
生
林
に
近
い
状
態
の
樹
林
が
残
っ
て
い
る
。

こ
の
豊
か
な
自
然
は
、
特
に
野
鳥
に
と
っ
て
良
好
な
生
息
環
境
と
な
っ
て
お
り
、
観
察
で
き
る
種

数
も
豊
富
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
特
別
保
護
地
区
に
指
定
し
、
そ
の
保
全
を
図
る
。

な
お
、
当
該
区
域
は
、
昭
和
四
十
年
か
ら
鳥
獣
保
護
区
、
昭
和
四
十
一
年
か
ら
特
別
保
護
地
区
に

指
定
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
度
、
現
在
の
存
続
期
間
の
満
了
に
当
た
り
、
引
き
続
き
特
別
保
護
地
区
と

し
て
指
定
す
る
も
の
で
あ
る
。

３
　
管
理
方
針

定
期
的
な
巡
視
な
ど
に
よ
り
鳥
獣
の
生
息
状
況
を
確
認
し
、
違
法
行
為
や
鳥
獣
の
生
息
を
阻
害
す

る
行
為
の
防
止
に
努
め
る
な
ど
、
鳥
獣
の
安
定
的
な
生
息
が
図
ら
れ
る
よ
う
適
切
な
管
理
を
実
施
す

る
。

五
　
そ
の
他



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
七
年
七
月
十
九
日

（
第
九
二
五
三
号
）

四

こ
の
公
告
に
係
る
関
係
図
書
に
つ
い
て
は
、
香
川
県
環
境
森
林
部
み
ど
り
保
全
課
に
備
え
置
い
て
、

平
成
十
七
年
七
月
十
九
日
か
ら
同
年
八
月
二
日
ま
で
の
間
、
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
区
域
の
住
民
及
び
利
害
関
係
人
は
、
縦
覧
期
間
が
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
、
縦
覧
し
た
内

容
に
つ
い
て
、
知
事
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

●
香
川
県
公
告
第
四
百
四
十
号

鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
二
十
九
条
第

一
項
の
規
定
に
基
づ
き
次
の
と
お
り
鳥
獣
保
護
区
特
別
保
護
地
区
を
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
の
で
、
同
条

第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
七
月
十
九
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
名
称

大
窪
寺
鳥
獣
保
護
区
特
別
保
護
地
区

二
　
区
域

さ
ぬ
き
市
多
和
字
兼
割
八
九
―
一
、
八
九
―
五
、
八
九
―
九
及
び
八
九
―
一
〇
の
各
地
番
の
区
域

三
　
存
続
期
間

平
成
十
七
年
十
一
月
十
五
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
十
一
月
十
四
日
ま
で

四
　
保
護
に
関
す
る
指
針
の
案

１
　
指
定
区
分

森
林
鳥
獣
生
息
地
の
保
護
区

２
　
指
定
目
的

当
該
区
域
は
、
四
国
霊
場
八
十
八
ヶ
所
の
結
願
の
寺
と
し
て
知
ら
れ
る
大
窪
寺
の
北
側
に
位
置
し
、

四
季
を
通
じ
て
数
多
く
の
巡
礼
者
（
お
遍
路
さ
ん
）
や
観
光
客
が
訪
れ
る
ほ
か
、
四
国
の
み
ち
（
四

国
自
然
歩
道
）
の
「
小
川
の
せ
せ
ら
ぎ
の
み
ち
」
が
通
っ
て
お
り
、
ハ
イ
カ
ー
や
行
楽
客
の
憩
い
の

場
と
な
っ
て
い
る
。

豊
か
な
自
然
が
残
っ
た
野
生
鳥
獣
の
生
息
環
境
と
し
て
非
常
に
恵
ま
れ
た
地
域
で
あ
り
、
ま
た
、

県
の
自
然
環
境
保
全
地
域
に
指
定
さ
れ
て
い
る
区
域
を
含
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
、
特
別
保
護
地
区
に

指
定
し
、
そ
の
保
全
を
図
る
。

な
お
、
当
該
区
域
は
、
昭
和
六
十
年
か
ら
特
別
保
護
地
区
に
指
定
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
度
、
現
在

の
存
続
期
間
の
満
了
に
当
た
り
、
引
き
続
き
指
定
す
る
も
の
で
あ
る
。

３
　
管
理
方
針

定
期
的
な
巡
視
な
ど
に
よ
り
鳥
獣
の
生
息
状
況
を
確
認
し
、
違
法
行
為
や
鳥
獣
の
生
息
を
阻
害
す

る
行
為
の
防
止
に
努
め
る
な
ど
、
鳥
獣
の
安
定
的
な
生
息
が
図
ら
れ
る
よ
う
適
切
な
管
理
を
実
施
す

る
。

五
　
そ
の
他

こ
の
公
告
に
係
る
関
係
図
書
に
つ
い
て
は
、
香
川
県
環
境
森
林
部
み
ど
り
保
全
課
に
備
え
置
い
て
、

平
成
十
七
年
七
月
十
九
日
か
ら
同
年
八
月
二
日
ま
で
の
間
、
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
区
域
の
住
民
及
び
利
害
関
係
人
は
、
縦
覧
期
間
が
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
、
縦
覧
し
た
内

容
に
つ
い
て
、
知
事
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

●
香
川
県
公
告
第
四
百
四
十
一
号

鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
二
十
九
条
第

一
項
の
規
定
に
基
づ
き
鳥
獣
保
護
区
特
別
保
護
地
区
を
指
定
す
る
た
め
、
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
二
十
八
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
聴
会
を
開
催
す
る
の
で
、
鳥
獣
の
保
護
及
び

狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
平
成
十
二
年
香
川
県
規
則
第
三
十
八
号
）
第
八
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
七
月
十
九
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
日
時

平
成
十
七
年
八
月
十
一
日
（
木
）

午
前
十
時
三
十
分
か
ら

二
　
場
所

善
通
寺
市
文
京
町
二
丁
目
一
番
一
号
　
善
通
寺
市
農
業
振
興
セ
ン
タ
ー
二
階
小
会
議
室

三
　
案
件

平
成
十
七
年
十
一
月
十
四
日
で
指
定
期
間
満
了
と
な
る
金
刀
比
羅
宮
社
有
林
大
麻
山
鳥
獣
保
護
区
特

別
保
護
地
区
の
再
指
定
に
つ
い
て

●
香
川
県
公
告
第
四
百
四
十
二
号

鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
二
十
九
条
第

一
項
の
規
定
に
基
づ
き
鳥
獣
保
護
区
特
別
保
護
地
区
を
指
定
す
る
た
め
、
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
七
年
七
月
十
九
日

（
第
九
二
五
三
号
）

五

る
同
法
第
二
十
八
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
聴
会
を
開
催
す
る
の
で
、
鳥
獣
の
保
護
及
び

狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
平
成
十
二
年
香
川
県
規
則
第
三
十
八
号
）
第
八
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
七
月
十
九
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
日
時

平
成
十
七
年
八
月
十
二
日
（
金
）

午
後
二
時
か
ら

二
　
場
所

さ
ぬ
き
市
長
尾
東
八
八
八
―
五
　
さ
ぬ
き
市
役
所
長
尾
支
所
二
階
会
議
室

三
　
案
件

平
成
十
七
年
十
一
月
十
四
日
で
指
定
期
間
満
了
と
な
る
大
窪
寺
鳥
獣
保
護
区
特
別
保
護
地
区
の
再
指

定
に
つ
い
て

●
香
川
県
公
告
第
四
百
四
十
三
号

鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
二
十
八
条
第

一
項
の
規
定
に
基
づ
き
次
の
と
お
り
鳥
獣
保
護
区
を
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定

に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
七
月
十
九
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
名
称

内
場
池
鳥
獣
保
護
区

二
　
区
域

香
川
郡
塩
江
町
地
内
の
町
道
内
場
池
西
岸
線
と
主
要
地
方
道
美
馬
塩
江
線
と
の
交
点
を
起
点
と
し
、

同
所
か
ら
主
要
地
方
道
美
馬
塩
江
線
を
西
に
進
み
町
道
桧
上
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
町
道
桧

上
線
を
南
に
進
み
町
道
内
場
池
西
岸
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
町
道
内
場
池
西
岸
線
を
西
に
進

み
起
点
に
至
る
線
で
囲
ま
れ
た
区
域

三
　
存
続
期
間

平
成
十
七
年
十
一
月
十
五
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
十
一
月
十
四
日
ま
で

四
　
保
護
に
関
す
る
指
針
の
案

１
　
指
定
区
分

集
団
渡
来
地
の
保
護
区

２
　
指
定
目
的

当
該
区
域
は
、
香
川
郡
塩
江
町
に
あ
る
ダ
ム
湖
で
、
春
は
桜
、
夏
は
深
緑
、
秋
は
紅
葉
、
冬
は
雪

景
色
と
、
四
季
折
々
の
美
し
い
自
然
の
景
観
が
満
喫
で
き
る
観
光
地
と
な
っ
て
お
り
、
湖
畔
に
は
内

場
池
運
動
緑
地
公
園
（
テ
ニ
ス
コ
ー
ト
、
キ
ャ
ン
プ
場
、
ゲ
ー
ト
ボ
ー
ル
場
、
多
目
的
広
場
等
）
が

整
備
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
県
下
有
数
の
カ
モ
類
の
渡
来
地
と
し
て
知
ら
れ
、
平
成
十
六
年
度
ガ
ン
カ
モ
科
鳥
類
生
息

調
査
で
は
七
百
十
三
羽
の
カ
モ
類
が
確
認
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
県
下
で
も
数
少
な
い
オ
シ
ド
リ
の
越

冬
地
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
集
団
渡
来
地
と
し
て
鳥
獣
保
護
区
に
指
定
し
、
そ
の
保
全
を
図
る
。

な
お
、
当
該
区
域
は
、
昭
和
五
十
五
年
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
銃
猟
禁
止
区
域
と
し
て
指
定
さ
れ

て
い
る
。

３
　
管
理
方
針

定
期
的
な
巡
視
な
ど
に
よ
り
鳥
獣
の
生
息
状
況
を
確
認
し
、
違
法
行
為
や
鳥
獣
の
生
息
を
阻
害
す

る
行
為
の
防
止
に
努
め
る
な
ど
、
鳥
獣
の
安
定
的
な
生
息
が
図
ら
れ
る
よ
う
適
切
な
管
理
を
実
施
す

る
。

五
　
そ
の
他

こ
の
公
告
に
係
る
関
係
図
書
に
つ
い
て
は
、
香
川
県
環
境
森
林
部
み
ど
り
保
全
課
に
備
え
置
い
て
、

平
成
十
七
年
七
月
十
九
日
か
ら
同
年
八
月
二
日
ま
で
の
間
、
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
区
域
の
住
民
及
び
利
害
関
係
人
は
、
縦
覧
期
間
が
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
、
縦
覧
し
た
内

容
に
つ
い
て
、
知
事
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

●
香
川
県
公
告
第
四
百
四
十
四
号

鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
二
十
八
条
第

一
項
の
規
定
に
基
づ
き
鳥
獣
保
護
区
を
指
定
す
る
た
め
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
聴

会
を
開
催
す
る
の
で
、
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
平
成
十
二
年
香
川

県
規
則
第
三
十
八
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
七
月
十
九
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
七
年
七
月
十
九
日

（
第
九
二
五
三
号
）

六

一
　
日
時

平
成
十
七
年
八
月
十
一
日
（
木
）

午
後
二
時
か
ら

二
　
場
所

香
川
郡
塩
江
町
安
原
下
第
二
号
一
六
四
五
　
塩
江
町
役
場
二
階
小
会
議
室

三
　
案
件

内
場
池
鳥
獣
保
護
区
の
指
定
に
つ
い
て

●
香
川
県
公
告
第
四
百
四
十
五
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
聴
取
し
た
意
見
及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
意
見
の
概
要
を
同
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
七
月
十
九
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
意
見
の
対
象
と
な
っ
た
届
出
に
係
る
公
告

平
成
十
七
年
香
川
県
公
告
第
百
四
十
六
号

二
　
意
見
の
対
象
と
な
っ
た
届
出
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

パ
ウ
高
松
上
天
神
　
　
高
松
市
上
天
神
町
字
中
の
坪
五
三
六
番
地
ほ
か

三
　
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
高
松
市
か
ら
聴
取
し
た
意
見
の
概
要

意
見
な
し

四
　
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
書
を
提
出
し
た
者
及
び
当
該
意
見
の
概
要

該
当
な
し

五
　
意
見
書
の
縦
覧
場
所
及
び
縦
覧
期
間

１
　
縦
覧
場
所

香
川
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
高
松
市
産
業
部
商
工
労
政
課

２
　
縦
覧
期
間

平
成
十
七
年
七
月
十
九
日
（
火
曜
日
）
か
ら
同
年
八
月
十
九
日
（
金
曜
日
）

●
香
川
県
公
告
第
四
百
四
十
六
号

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
で
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
、
高
松
市
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第

三
十
九
条
で
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
に
基
づ
き
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
七
月
十
九
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
作
業
種
類

公
共
測
量
（
太
田
第
二
土
地
区
画
整
理
事
業
　
基
準
点
測
量
）

二
　
作
業
期
間

平
成
十
七
年
七
月
十
五
日
か
ら
同
年
十
一
月
三
十
日
ま
で

三
　
作
業
地
域

高
松
市
　
今
里
町
、
松
縄
町
、
伏
石
町
、
木
太
町
、
林
町
、
多
肥
下
町
、
太
田
下
町
の
一
部

人
事
委
員
会
公
告

●
香
川
県
人
事
委
員
会
公
告
第
３
号

平
成
17年
度
香
川
県
職
員
等
採
用
中
級
試
験
及
び
初
級
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

平
成
17年

7
月
19日

香
川
県
人
事
委
員
会
委
員
長
　
　
武
　
田
　
安
　
紀
　
彦

１
　
試
験
区
分
、
採
用
予
定
人
数
及
び
職
務
内
容

試
　
験
　
区
　
分

採
用
予
定
人
数

主
　
な
　
職
　
務
　
内
　
容

中
　
級

初
　
級

土
木

臨
床
検
査

１
名
程
度

１
名
程
度

知
事
部
局
、
水
道
局
等
に
お
い
て
、
主
と
し
て
試
験
区

分
に
応
じ
た
業
務
に
従
事
し
ま
す
。

知
事
部
局
、
県
立
病
院
等
に
お
い
て
、
主
と
し
て
試
験

区
分
に
応
じ
た
業
務
に
従
事
し
ま
す
。

一
般
事
務

１
名
程
度

知
事
部
局
、
教
育
委
員
会
事
務
局
等
に
お
い
て
、
一
般

事
務
に
従
事
し
ま
す
。

学
校
事
務

１
名
程
度

市
町
立
小
・
中
学
校
に
お
い
て
、
学
校
事
務
に
従
事
し

ま
す
。

な
お
、
山
間
、
島
し
ょ
部
の
学
校
に
勤
務
す
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。

土
木

１
名
程
度

知
事
部
局
、
水
道
局
等
に
お
い
て
、
主
と
し
て
試
験
区

分
に
応
じ
た
業
務
に
従
事
し
ま
す
。
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七

試
　
験
　
区
　
分

国
　
　
籍

年
　
　
　
齢
　
　
　
等

中
　
級

初
　
級

土
　
　
木

臨
床
検
査

一
般
事
務

学
校
事
務

土
木

日
本
国
籍
を
有
す
る
者

日
本
国
籍
を
有
し
な
い
者

も
受
験
で
き
ま
す
。

日
本
国
籍
を
有
し
な
い
受

験
希
望
者
は
10ペ
ー
ジ
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

日
本
国
籍
を
有
す
る
者

昭
和
57年

４
月
２
日
か
ら
昭
和
61年

４
月

１
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
者

な
お
、
学
校
教
育
法
に
よ
る
大
学
（
短
期

大
学
を
除
く
。）
を
卒
業
し
た
者
若
し
く
は

平
成
18年

３
月
31日

ま
で
に
卒
業
す
る
見
込

み
の
者
又
は
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
資
格
を
有

す
る
と
香
川
県
人
事
委
員
会
が
認
め
る
者
は

受
験
で
き
ま
せ
ん
。

昭
和
51年

４
月
２
日
か
ら
昭
和
60年

４
月

１
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
者

※
大
学
を
卒
業
し
た
方
や
卒
業
見
込
み
の

方
も
受
験
で
き
ま
す
。

昭
和
59年

４
月
２
日
か
ら
昭
和
63年

４
月

１
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
者

な
お
、
学
校
教
育
法
に
よ
る
短
期
大
学

（
２
年
制
以
上
の
も
の
）
若
し
く
は
大
学

（
短
期
大
学
を
除
く
。）
を
卒
業
し
た
者
若
し

く
は
平
成
18年

３
月
31日

ま
で
に
卒
業
す
る

見
込
み
の
者
又
は
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
資
格

を
有
す
る
と
香
川
県
人
事
委
員
会
が
認
め
る

者
は
受
験
で
き
ま
せ
ん
。

（
注
）
申
し
込
む
こ
と
が
で
き
る
試
験
区
分
は
一
つ
に
限
り
ま
す
。
な
お
、
申
込
書
の
受
付
後
は
、
変
更

す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

２
　
受
験
資
格

国
籍
・
年
齢
等

中
　
級次
の
地
方
公
務
員
法
第
16条
の
欠
格
条
項
に
該
当
す
る
者
は
、
受
験
で
き
ま
せ
ん
。

成
年
被
後
見
人
又
は
被
保
佐
人
（
準
禁
治
産
者
を
含
む
。
）

禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
る
ま
で
又
は
そ
の
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な

く
な
る
ま
で
の
者

当
該
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
懲
戒
免
職
の
処
分
を
受
け
、
当
該
処
分
の
日
か
ら
２
年
を
経
過

し
な
い
者

日
本
国
憲
法
施
行
の
日
以
後
に
お
い
て
、
日
本
国
憲
法
又
は
そ
の
下
に
成
立
し
た
政
府
を
暴
力

で
破
壊
す
る
こ
と
を
主
張
す
る
政
党
そ
の
他
の
団
体
を
結
成
し
、
又
は
こ
れ
に
加
入
し
た
者

３
　
試
験
の
方
法
及
び
内
容

試
験
は
、
次
の
と
お
り
第
１
次
試
験
及
び
第
２
次
試
験
と
し
、
第
１
次
試
験
は
試
験
区
分
別
に
、
中

級
試
験
に
お
い
て
は
短
大
卒
業
程
度
、
初
級
試
験
に
お
い
て
は
高
校
卒
業
程
度
の
筆
記
試
験
（
1,000点

満
点
）
を
行
い
、
第
２
次
試
験
は
第
１
次
試
験
の
合
格
者
に
対
し
て
行
い
ま
す
。
最
終
合
格
者
は
、
第

1
次
試
験
の
合
格
者
の
中
か
ら
、
第
２
次
試
験
の
試
験
成
績
に
基
づ
い
て
、
香
川
人
事
委
員
会
に
お
い

て
決
定
し
ま
す
。
な
お
、
申
込
書
記
載
事
項
に
基
づ
き
、
受
験
資
格
の
有
無
等
に
つ
い
て
確
認
を
行
い

ま
す
。第
１
次
試
験

［
中
級
試
験
］
（
○
印
は
実
施
す
る
試
験
種
目
を
示
す
。
）

「
臨
床
検
査
」
に
つ
い
て
は
、
前
記

の
ほ
か
次
の
免
許
を
必
要
と
し
ま
す
。

試
　
験
　
区
　
分

免
　
　
　
　
許

臨
床
検
査
臨
床
検
査
技
師
免
許
取
得
者
又
は
平
成
18年
に
実
施
さ
れ
る
国
家
試
験
に

合
格
し
、
免
許
取
得
見
込
み
の
者

種
目

教
養
試
験

形
式
及
び

試
験
時
間

択
一
式

（
50問
）

２
時
間
30

分

試
験
区
分（
配
点
）

土
　
木

○
（
400点

）

臨
　
床

検
　
査

○
（
400点

）

試
　
験
　
の
　
内
　
容

公
務
員
と
し
て
必
要
な
一
般
的
知
識
（
社
会
科
学
、
人
文

科
学
、
自
然
科
学
）
及
び
知
能
（
文
章
理
解
、
判
断
推
理
、

数
的
推
理
、
資
料
解
釈
）
に
つ
い
て
行
い
ま
す
。

専
門
試
験

択
一
式

（
40問
）

２
時
間

○
（
400点

）
○

（
400点

）

各
試
験
区
分
に
応
じ
て
専
門
的
知
識
、
技
術
等
の
能
力
に

つ
い
て
行
い
ま
す
。
試
験
問
題
は
別
表
に
掲
げ
る
分
野
か

ら
出
題
し
ま
す
。

論
文
試
験

１
時
間

○
（
200点

）
○

（
200点

）
文
章
に
よ
る
表
現
力
、
構
成
力
、
論
理
性
等
に
つ
い
て
行

い
ま
す
。

（
注
）

択
一
式
試
験
の
成
績
が
一
定
以
下
の
場
合
は
、
論
文
試
験
は
採
点
さ
れ
ま
せ
ん
。

第
１
次
試
験
の
成
績
が
一
定
以
下
の
場
合
は
、
合
格
者
な
し
と
す
る
試
験
区
分
も
あ
り
ま

す
。

こ
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八

［
初
級
試
験
］
（
○
印
は
実
施
す
る
試
験
種
目
を
示
す
。
）

（
注
）

択
一
式
試
験
の
成
績
が
一
定
以
下
の
場
合
は
、
漢
字
試
験
及
び
作
文
試
験
は
採
点
さ
れ
ま

せ
ん
。

第
１
次
試
験
の
成
績
が
一
定
以
下
の
場
合
は
、
合
格
者
な
し
と
す
る
試
験
区
分
も
あ
り
ま

す
。

（
お
知
ら
せ
）

択
一
式
試
験
の
例
題
並
び
に
過
去
５
年
間
の
漢
字
試
験
の
問
題
及
び
作
文
試
験
の
課
題
を
次
の
と
お

り
公
開
し
て
い
ま
す
。

・
香
川
県
人
事
委
員
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
い
ま
す
。

・
県
民
室
及
び
県
立
文
書
館
で
閲
覧
等
が
で
き
ま
す
。

第
２
次
試
験
［
中
級
・
初
級
試
験
共
通
］

（
注
）

受
験
者
は
、
試
験
場
で
の
駐
車
は
で
き
ま
せ
ん
。

第
１
次
試
験
の
当
日
の
試
験
場
へ
の
電
話
照
会
は
、
ご
遠
慮
く
だ
さ
い
。

５
　
受
験
申
込
手
続
等

試
験
案
内
及
び
申
込
用
紙
の
入
手
方
法

①
　
交
付
場
所
で
の
入
手

○
香
川
県
人
事
委
員
会
事
務
局
（
香
川
県
庁
東
館
２
階
）

種
目

教
養
試
験

形
式
及
び

試
験
時
間

択
一
式

（
50問
）

２
時
間

試
験
区
分
（
配
点
）

一
　
般

事
　
務

○
（
600点

）

学
　
校

事
　
務

○
（
600点

）

土
　
木

○
（
400点

）

試
　
験
　
の
　
内
　
容

公
務
員
と
し
て
必
要
な
一
般
的
知
識
（
社
会
科

学
、
人
文
科
学
、
自
然
科
学
）
及
び
知
能
（
文

章
理
解
、
判
断
推
理
、
数
的
推
理
、
資
料
解
釈
）

に
つ
い
て
行
い
ま
す
。

漢
字
試
験

30分
○

（
200点

）
○

（
200点

）
国
語
の
基
礎
力
に
つ
い
て
行
い
ま
す
。

専
門
試
験

択
一
式

（
40問
）

２
時
間

○
（
400点

）

専
門
的
知
識
、
技
術
等
の
能
力
に
つ
い
て
行
い

ま
す
。
試
験
問
題
は
別
表
に
掲
げ
る
分
野
か
ら

出
題
し
ま
す
。

作
文
試
験

１
時
間

○
（
200点

）
○

（
200点

）
○

（
200点

）
文
章
に
よ
る
表
現
力
、
構
成
力
等
に
つ
い
て
行

い
ま
す
。

種
　
　
　
目

試
　
験
　
（
検
　
査
）
の
　
内
　
容

口
述
試
験
積
極
性
、
使
命
感
、
社
会
性
、
創
造
力
、
表
現
力
等
人
物
に
つ
い
て
、
個
別
面
接

を
行
い
ま
す
。

適
性
検
査
職
務
遂
行
に
必
要
な
素
質
・
適
性
に
つ
い
て
検
査
し
ま
す
。

身
体
検
査
香
川
県
人
事
委
員
会
所
定
の
身
体
検
査
書
の
提
出
を
求
め
、
職
務
遂
行
に
必
要
な

健
康
度
に
つ
い
て
検
査
し
ま
す
。

（
注
）
第
２
次
試
験
の
成
績
が
一
定
以
下
の
場
合
は
、
合
格
者
な
し
と
す
る
試
験
区
分
も
あ
り
ま
す
。

別
　
表
　
　
専
門
試
験
出
題
分
野
一
覧
表

４
　
試
験
の
日
時
、
場
所
及
び
合
格
者
発
表

試
　
験
　
区
　
分

出
　
　
　
　
題
　
　
　
　
分
　
　
　
　
野

中
　
級

土
木

臨
床
検
査

数
学
・
物
理
、
応
用
力
学
、
水
理
学
、
土
質
工
学
、
測
量
、
土
木
計
画

（
都
市
計
画
を
含
む
）、
材
料
・
施
工

公
衆
衛
生
学
、
臨
床
検
査
総
論
（
情
報
科
学
を
含
む
）、
生
理
学
、
病
理

学
（
解
剖
・
組
織
学
を
含
む
）、
臨
床
化
学
（
生
化
学
を
含
む
）、
血
液
学
、

免
疫
・
血
清
学
、
微
生
物
学
（
医
動
物
学
を
含
む
）

初
　
級
土

木
数
学
・
物
理
・
情
報
技
術
基
礎
、
土
木
基
礎
力
学
（
応
用
力
学
、
水
理
学
、

土
質
力
学
）、
土
木
構
造
設
計
、
測
量
、
社
会
基
盤
工
学
、
土
木
施
工

区
　
分

日
　
　
　
　
　
　
時

場
　
　
　
　
　
　
所

第
１
次

試
　
験

９
月
25日
（
日
）

受
付
時
間
　
午
前
８
時
30分
～
午
前
９
時

試
験
時
間
　
午
前
９
時
～
午
後
５
時
ご
ろ

（〔
初
級
〕
一
般
事
務
・
学
校
事
務

は
、午
前
９
時
～
午
後
３
時
ご
ろ
）

香
川
大
学
　
経
済
学
部

（
高
松
市
幸
町
２
－
１
）

第
２
次

試
　
験

合
格
者

発
　
表

適
性
検
査
は
10月
中
旬
、
口
述
試
験
は
11月
上
旬
の
予
定
で
す
。
日
時
、
場
所
等
は
第
１

次
試
験
合
格
者
に
別
途
通
知
し
ま
す
。

第
１
次
試
験
合
格
者

10月
７
日
（
金
）（
予
定
）

最
終
合
格
者

11月
上
旬
（
予
定
）

○
県
庁
東
館
玄
関
前
の
掲
示
板
に
合
格
者
の
受
験
番
号
を
掲

示
す
る
ほ
か
、
合
格
者
に
郵
便
で
通
知
し
ま
す
。

○
香
川
県
人
事
委
員
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
合
格
者
の
受
験

番
号
を
掲
示
し
ま
す
。

（
ア
ド
レ
ス
）

http
://w

w
w
.pref.kagaw

a.jp/jinjii/saiyou
/
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五
三
号
）

九

○
香
川
県
庁
受
付
(本
館
及
び
東
館
１
階
)

○
県
民
セ
ン
タ
ー
（
東
讃
、
小
豆
、
中
讃
、
西
讃
）
、
東
讃
県
税
事
務
所
総
務
課
及
び
中
讃

県
税
事
務
所
納
税
課

○
香
川
県
東
京
事
務
所
、
香
川
県
大
阪
事
務
所

②
　
郵
便
に
よ
る
請
求

封
筒
の
表
に
赤
字
で
「
中
級
請
求
」
又
は
「
初
級
請
求
」
と
書
き
、
試
験
案
内
返
信
用
封
筒

（
Ａ
４
判
の
も
の
が
入
る
大
き
さ
の
封
筒
（
角
形
2
号
）
に
120円

分
の
切
手
を
は
っ
て
、
あ

て
先
を
明
記
し
た
も
の
）
を
必
ず
同
封
し
、
香
川
県
人
事
委
員
会
事
務
局
あ
て
請
求
し
て
く

だ
さ
い
。

③
　
香
川
県
人
事
委
員
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
試
験
案
内
及
び
申
込
用
紙
を
掲
載
し
て
い
ま
す
の

で
、
印
刷
し
て
申
込
み
に
使
用
で
き
ま
す
。

受
験
申
込
手
続
及
び
申
込
受
付
期
間

持
参
、
郵
送
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
う
ち
、
い
ず
れ
か
の
方
法
で
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。
申
込

み
は
１
回
に
限
り
ま
す
。

（
注
）

受
験
票
に
は
最
近
6
か
月
以
内
に
撮
影
し
た
写
真
（
上
半
身
・
脱
帽
・
正
面
向
き
・
縦
5

㎝
、
横
5
㎝
以
内
で
本
人
と
確
認
で
き
る
も
の
）
を
は
り
つ
け
て
第
1
次
試
験
の
当
日
持
参

し
て
く
だ
さ
い
。
写
真
の
な
い
場
合
は
受
験
で
き
ま
せ
ん
。
（
申
込
み
の
際
に
は
、
写
真
を

は
ら
な
い
で
く
だ
さ
い
。）

受
験
番
号
は
、
第
１
次
試
験
の
当
日
に
、
試
験
場
の
受
付
で
記
入
し
ま
す
。

６
　
合
格
か
ら
採
用
ま
で

こ
の
試
験
の
最
終
合
格
者
は
、
採
用
候
補
者
名
簿
に
登
載
さ
れ
た
上
、
任
命
権
者
（
知
事
、
教
育

委
員
会
等
）
か
ら
の
請
求
に
よ
り
成
績
順
に
提
示
さ
れ
、
そ
の
中
か
ら
採
用
者
が
決
定
さ
れ
ま
す
。

こ
の
名
簿
か
ら
の
採
用
は
、
原
則
と
し
て
平
成
18年

4
月
1
日
の
予
定
で
す
。

な
お
、
採
用
候
補
者
名
簿
の
有
効
期
間
は
、
名
簿
確
定
（
最
終
合
格
者
決
定
）
後
原
則
と
し
て
1

年
間
で
す
。

「
臨
床
検
査
」
に
つ
い
て
は
、
採
用
候
補
者
名
簿
に
登
載
さ
れ
て
も
別
途
指
定
す
る
期
日
ま
で
に

必
要
な
免
許
を
取
得
し
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
採
用
さ
れ
る
資
格
を
失
い
ま
す
。

７
　
給
与
及
び
勤
務
時
間

平
成
17年

4
月
1
日
現
在
を
基
準
と
し
て
例
示
す
れ
ば
、
採
用
時
の
初
任
給
月
額
は
、
行
政
職
給

料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
で
、
中
級
の
場
合
148,500円

、
初
級
の
場
合
138,800円

（
た
だ
し
、

平
成
17年
度
は
、
財
政
再
建
方
策
に
基
づ
く
給
与
の
減
額
措
置
に
よ
り
、
給
料
月
額
の
4
％
が
減
額

さ
れ
て
い
ま
す
。
減
額
措
置
後
の
額
は
、
中
級
の
場
合
142,560円

、
初
級
の
場
合
133,248円

）
で
す
。

こ
の
ほ
か
に
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
が
支
給
さ
れ
、
ま
た
、
支
給
要
件
に
該
当
す
る
者
に
は
、
扶

区分
申
込
先
及
び
申
込
方
法

受
付
期
間

持参又は郵送による方法

①
　
申
込
用
紙
に
必
要
な
事
項
を
記
入
し
、
次
の
と
お
り
香
川
県
人
事

委
員
会
事
務
局
に
申
込
み
を
し
て
く
だ
さ
い
。
(申
込
み
の
際
に
は
、

申
込
書
、
受
験
票
及
び
試
験
成
績
の
「
請
求
ラ
ベ
ル
」
を
切
り
離
さ

ず
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
)

直
接
持
参
す
る
方
法

香
川
県
人
事
委
員
会
事
務
局
（
香
川
県
庁
東
館
２
階
）
へ
持
参

し
て
く
だ
さ
い
。

郵
便
で
申
込
み
を
す
る
方
法

申
込
用
紙
及
び
受
験
票
返
信
用
封
筒
（
長
形
３
号
に
80円
分
の

切
手
（
簡
易
書
留
で
郵
送
を
希
望
す
る
場
合
は
430円

分
の
切
手
）

を
は
っ
て
、
あ
て
先
を
明
記
し
た
も
の
）
を
必
ず
同
封
し
、
封
筒

の
表
に
赤
字
で
「
中
級
受
験
」
又
は
「
初
級
受
験
」
と
書
き
、
書

留
（
簡
易
書
留
も
可
）
に
よ
り
香
川
県
人
事
委
員
会
事
務
局
（
送

付
先
住
所
は
11ペ

ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。）
ま
で
郵
送
し
て
く

だ
さ
い
。

②
　
申
込
書
の
受
付
後
に
受
験
票
を
交
付
し
ま
す
。
郵
送
に
よ
る
申
込

者
に
は
受
験
票
を
受
験
票
返
信
用
封
筒
に
入
れ
て
郵
送
し
ま
す
が
、

９
月
14日
（
水
）
ま
で
に
受
験
票
が
到
着
し
な
い
と
き
は
、
香
川
県

人
事
委
員
会
事
務
局
に
必
ず
照
会
し
て
く
だ
さ
い
。

８
月
16日
（
火
）
か

ら
９
月
６
日
（
火
）
ま

で
(土
曜
日
及
び
日

曜
日
を
除
く
。)の
午

前
８
時
30分
か
ら
午

後
５
時
15分
ま
で
で

す
。

受
付
期
間
後
は
ど
の

よ
う
な
理
由
が
あ
っ

て
も
受
け
付
け
し
ま

せ
ん
。

な
お
、
郵
送
の
場
合

は
、
９
月
６
日（
火
）

ま
で
の
消
印
の
あ
る

も
の
を
受
け
付
け
し

ま
す
。

インターネットによる方法

①
　
香
川
県
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
あ
る
「
電
子
申
請
・
施
設
利
用
申
込
」

に
よ
り
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
受
験
申
込
み
が
で
き
ま
す
。

香
川
県
人
事
委
員
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
、
詳
し
い
申
込
方
法
を

確
認
し
て
、
申
込
み
を
し
て
く
だ
さ
い
。

②
　
申
込
み
の
受
付
後
に
、「
電
子
申
請
・
届
出
の
結
果
通
知
に
つ
い

て
」
の
電
子
メ
ー
ル
を
送
信
し
ま
す
。

③
　
「
結
果
通
知
」
の
内
容
を
、
か
が
わ
電
子
自
治
体
シ
ス
テ
ム
か
ら

確
認
し
、
受
験
票
を
印
刷
し
て
く
だ
さ
い
。（
か
が
わ
電
子
自
治
体
シ

ス
テ
ム
　
https

://kds.pref.kagaw
a.jp/）

④
　
９
月
１
日
（
木
）
ま
で
に
「
電
子
申
請
・
届
出
の
結
果
通
知
に
つ

い
て
」
の
電
子
メ
ー
ル
が
届
か
な
い
と
き
は
、
早
急
に
香
川
県
人
事

委
員
会
事
務
局
に
照
会
し
て
く
だ
さ
い
。

８
月
16日（

火
）午
前

８
時
30分
か
ら

８
月
30日（

火
）午
後

５
時
15分
ま
で
に
到

達
し
た
も
の
を
受
け

付
け
し
ま
す
。



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
七
年
七
月
十
九
日

（
第
九
二
五
三
号
）

一
〇

養
手
当
、
通
勤
手
当
、
住
居
手
当
等
も
支
給
さ
れ
て
い
ま
す
。

勤
務
は
原
則
と
し
て
月
曜
日
か
ら
金
曜
日
ま
で
の
5
日
間
、
1
日
8
時
間
で
す
。
た
だ
し
、
部
門
、

職
種
に
よ
っ
て
は
変
則
勤
務
を
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

８
　
そ
の
他
　

試
験
当
日
に
車
椅
子
の
使
用
を
希
望
す
る
な
ど
受
験
に
際
し
て
要
望
の
あ
る
場
合
は
、
あ
ら
か
じ

め
香
川
県
人
事
委
員
会
事
務
局
に
申
し
出
て
く
だ
さ
い
。

受
験
手
続
等
の
問
い
合
わ
せ
は
、
香
川
県
人
事
委
員
会
事
務
局
に
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
郵
便

で
の
問
い
合
わ
せ
に
は
返
信
用
封
筒
（
切
手
を
は
っ
て
、
あ
て
先
を
明
記
し
た
も
の
）
を
必
ず
同
封

し
て
く
だ
さ
い
。

第
1
次
試
験
の
当
日
は
、
受
験
票
（
写
真
を
は
っ
た
も
の
）
、
Ｈ
Ｂ
又
は
Ｂ
の
鉛
筆
、
消
し
ゴ
ム

及
び
昼
食
を
必
ず
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。
時
計
は
計
時
機
能
だ
け
の
も
の
に
限
り
ま
す
。
（
携
帯
電

話
等
は
使
用
で
き
ま
せ
ん
。
）

９
　
日
本
国
籍
を
有
し
な
い
受
験
希
望
者
の
皆
さ
ん
へ

日
本
国
籍
を
有
し
な
い
人
が
受
験
を
希
望
さ
れ
る
場
合
は
、
次
の
事
項
に
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

日
本
国
籍
を
有
し
な
い
人
が
受
験
で
き
る
試
験
区
分
は
、「
臨
床
検
査
」
で
す
。

「
受
験
資
格
」
、「
試
験
の
方
法
及
び
内
容
」
等
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
各
項
目
を
参
照
し
て
く

だ
さ
い
。

試
験
問
題
、
試
験
の
方
法
は
、
日
本
国
籍
を
有
す
る
人
と
同
一
で
す
。

試
験
問
題
は
日
本
語
に
よ
る
出
題
で
す
。
解
答
も
日
本
語
で
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

口
述
試
験
に
お
け
る
個
別
面
接
は
、
日
本
語
に
よ
る
質
問
・
応
答
に
な
り
ま
す
。

在
留
資
格
に
お
い
て
就
職
が
制
限
さ
れ
て
い
る
人
は
、
採
用
さ
れ
ま
せ
ん
。

「
臨
床
検
査
」
の
試
験
区
分
で
採
用
さ
れ
る
日
本
国
籍
を
有
し
な
い
職
員
の
任
用
に
つ
い
て
は
、

「
公
務
員
に
関
す
る
基
本
原
則
」
に
基
づ
い
た
任
用
が
な
さ
れ
ま
す
。

○
　
「
公
務
員
に
関
す
る
基
本
原
則
」
と
は

「
公
権
力
の
行
使
又
は
公
の
意
思
の
形
成
へ
の
参
画
に
携
わ
る
公
務
員
と
な
る
た
め
に
は
日
本

国
籍
を
必
要
と
す
る
」
と
い
う
も
の
で
す
。

○
　
日
本
国
籍
を
有
し
な
い
人
が
採
用
後
任
用
さ
れ
る
職
務
に
は
一
部
制
限
が
あ
り
、
任
命
権
者
が

定
め
る
一
部
の
職
務
（
公
権
力
の
行
使
又
は
公
の
意
思
の
形
成
へ
の
参
画
に
携
わ
る
職
務
）
を
除

い
た
職
務
に
任
用
さ
れ
ま
す
。

以
上
の
事
項
を
理
解
の
う
え
、
受
験
申
込
み
を
し
て
く
だ
さ
い
。

不
明
な
点
等
が
あ
る
場
合
は
、
香
川
県
人
事
委
員
会
事
務
局
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

１０
採
用
試
験
成
績
の
お
知
ら
せ
に
つ
い
て

こ
の
採
用
試
験
の
試
験
成
績
は
、
次
の
請
求
方
法
に
よ
り
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

試
験
成
績
通
知
書
の
請
求

①
　
お
知
ら
せ
す
る
試
験
成
績
の
内
容
等

②
　
請
求
方
法

○
　
試
験
成
績
通
知
書
返
信
用
封
筒
(定
形
：
長
形
３
号
)に
あ
て
先
を
記
入
し
て
、
試
験
成
績
の

「
請
求
ラ
ベ
ル
」（
申
込
用
紙
左
下
の
書
式
。
申
込
書
受
付
後
に
交
付
し
ま
す
。
）
を
は
り
つ

け
て
く
だ
さ
い
。

返
信
用
封
筒
に
は
、
必
ず
80円
分
の
切
手
を
は
っ
て
く
だ
さ
い
。
た
だ
し
、
簡
易
書
留
で
郵

送
を
希
望
す
る
場
合
に
は
、
430円

分
の
切
手
を
は
っ
て
く
だ
さ
い
。

○
　
返
信
用
封
筒
は
、
第
1
次
試
験
の
当
日
〔
9
月
25日
（
日
）
〕
に
試
験
場
へ
持
参
し
て
く
だ

さ
い
。

○
　
返
信
用
封
筒
は
、
第
１
次
試
験
の
全
試
験
種
目
の
終
了
後
に
そ
れ
ぞ
れ
の
試
験
室
で
回
収
し

ま
す
の
で
、
請
求
さ
れ
る
方
は
係
員
の
指
示
に
従
っ
て
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

口
頭
に
よ
る
請
求

香
川
県
個
人
情
報
保
護
条
例
第
27条
第
1
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
口
頭
に
よ
り
開
示

請
求
を
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
場
合
、
本
人
で
あ
る
こ
と
を
確
認
で
き
る
書
類
（
運
転
免
許

証
、
旅
券
等
）
が
必
要
に
な
り
ま
す
。
詳
し
く
は
、
第
１
次
試
験
の
当
日
に
交
付
す
る
受
験
番
号
票

第
1
次
試
験

不
合
格
者
第
1
次
試
験
の
総
合
得
点
、
種
目
別

得
点
及
び
総
合
順
位

試
験
成
績
通
知
書
を
請
求
さ
れ
た
場
合
に

は
、
第
１
次
試
験
合
格
者
発
表
日
以
後
、

速
や
か
に
郵
送
し
ま
す
。

第
1
次
試
験

合
　
格
　
者

第
1
次
試
験
の
総
合
得
点
、
種
目
別

得
点
及
び
総
合
順
位
並
び
に
第
2
次

試
験
の
順
位

試
験
成
績
通
知
書
を
請
求
さ
れ
た
場
合
に

は
、
最
終
合
格
者
発
表
日
以
後
、
速
や
か

に
郵
送
し
ま
す
。

対
　
象
　
者

試
験
成
績
の
内
容

時
　
期
　
及
　
び
　
方
　
法
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一
一

の
裏
面
の
記
載
内
容
を
確
認
し
て
い
た
だ
く
か
、
香
川
県
人
事
委
員
会
事
務
局
ま
で
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

第
1
次
試
験

不
合
格
者
第
1
次
試
験
の
総
合
得
点
、
種
目
別

得
点
及
び
総
合
順
位

第
1
次
試
験
合
格
者

発
表
日
か
ら
1
月
間

香
川
県
人
事
委
員

会
事
務
局

第
1
次
試
験

合
　
格
　
者

第
1
次
試
験
の
総
合
得
点
、
種
目
別

得
点
及
び
総
合
順
位
並
び
に
第
2
次

試
験
の
順
位

最
終
合
格
者
発
表
日

か
ら
1
月
間

対
　
象
　
者

開
示
す
る
内
容

開
示
す
る
期
間

開
示
す
る
場
所

～
お
知
ら
せ
～

第
１
次
試
験
を
台
風
等
の
た
め
に
、
や
む
を
得
ず
日
程
変
更
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
場

合
に
は
、
随
時
香
川
県
人
事
委
員
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
お
知
ら
せ
す
る
予
定
で
す
。

こ
の
試
験
に
つ
い
て
の
問
い
合
わ
せ
・
申
込
み
は

香
　
　
川
　
　
県
　
　
人
　
　
事
　
　
委
　
　
員
　
　
会
　
　
事
　
　
務
　
　
局

〒
760－8570

高
松
市
番
町
四
丁
目
１
番
10号
（
香
川
県
庁
東
館
２
階
）

Ｔ
Ｅ
Ｌ
　
（
087）

832－
3712

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
・
ア
ド
レ
ス
　
http://w

w
w
.pref.kagaw

a.jp/jinjii/saiyou/



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
七
年
七
月
十
九
日

（
第
九
二
五
三
号
）

一
二

宮脇町�
バス停�

幸町�
バス停�

高松工芸�
高校�

中央�
病院�

香川県庁�
　香川県人事委員会事務局�
（県庁東館２階）�

高松�
高校�

高松�
市役所�

琴電�
高松築港駅�

JR高
松駅
�

琴電�
片原町駅�

琴電�
瓦町駅�

JR昭和町駅�

高
徳
線�

会
場
へ
の
出
入
口�

中
　
　
央
　
　
通
　
　
り�

中央公園�

菊池寛通り�

主要地方道�
高松善通寺線�

香川大学�
（経済学部・法学部）�
高松市幸町２－１�

香川大学�
（教育学部）�

香川県警察本部�

試験場（香川大学経済学部）へは�
　　　ＪＲ高松駅前（琴電高松築港駅前）からは�
　　①コトデンバス下笠居・香西線…弓弦羽行、香西車庫行（宮脇町経由）　宮脇町バス停下車　徒歩約５分�
　　　コトデンバス下笠居線…弓弦羽行（昭和町経由）　幸町バス停下車　徒歩約５分�
　　②タクシー約10分�
　　③徒歩約30分�
　　　琴電瓦町駅前からは�
　　①コトデンバス高松西高線…高松西高行　宮脇町バス停下車　徒歩約５分�
　　②タクシー約８分�
　　③徒歩約20分�
　　　ＪＲ高徳線昭和町駅前からは�
　　　徒歩約10分�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�

�

※　香川大学幸町キャンパスは、道路をはさんで北側が教育学部、南側が経済学部・法学部に敷地が分かれて�
　いますので、くれぐれもご注意ください。なお、会場への出入口は、敷地東側になります。�

試験場案内�

　（注）バス路線の運行時間等は変更になる場合がありますので、事前に確認してください。�
　　　　コトデンバス　（ＴＥＬ）　０８７－８２１－３０３３�



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
七
年
七
月
十
九
日

（
第
九
二
五
三
号
）

一
三

●
香
川
県
人
事
委
員
会
公
告
第
４
号

平
成
17年
度
香
川
県
警
察
官
Ｂ
採
用
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

平
成
17年
7月
19日

香
川
県
人
事
委
員
会
委
員
長
　
　
武
　
田
　
安
　
紀
　
彦

１
　
試
験
区
分
及
び
採
用
予
定
人
数

２
　
受
　
験
　
資
　
格

次
の
地
方
公
務
員
法
第
16条
の
欠
格
条
項
に
該
当
す
る
者
は
、
受
験
で
き
ま
せ
ん
。

成
年
被
後
見
人
又
は
被
保
佐
人
（
準
禁
治
産
者
を
含
む
。
）

禁
錮 こ

以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
る
ま
で
又
は
そ
の
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く

な
る
ま
で
の
者

香
川
県
職
員
と
し
て
懲
戒
免
職
の
処
分
を
受
け
、
当
該
処
分
の
日
か
ら
２
年
を
経
過
し
な
い
者

日
本
国
憲
法
施
行
の
日
以
後
に
お
い
て
、
日
本
国
憲
法
又
は
そ
の
下
に
成
立
し
た
政
府
を
暴
力
で

破
壊
す
る
こ
と
を
主
張
す
る
政
党
そ
の
他
の
団
体
を
結
成
し
、
又
は
こ
れ
に
加
入
し
た
者

試
　
験
　
区
　
分

採
用
予
定
人
数

警
察
官
Ｂ
（
男
性
）

14名
程
度

警
察
官
Ｂ
（
女
性
）

２
名
程
度

試
験
区
分

国
　
　
籍

年
齢
・
性
別

学
　
　
　
歴
　
　
　
等

警
察
官
Ｂ

（
男
性
）

警
察
官
Ｂ

（
女
性
）

日
本
国
籍
を
有

す
る
者

昭
和
50年

４
月
２
日
か
ら
昭

和
63年

４
月
１
日
ま
で
に
生

ま
れ
た
男
性

昭
和
50年

４
月
２
日
か
ら
昭

和
63年

４
月
１
日
ま
で
に
生

ま
れ
た
女
性

次
に
掲
げ
る
者
は
受
験
で
き
ま
せ

ん
。学
校
教
育
法
に
よ
る
大
学
（
短
期

大
学
を
除
く
。）
を
卒
業
し
た
者

又
は
平
成
18年
３
月
31日
ま
で
に

卒
業
す
る
見
込
み
の
者

香
川
県
人
事
委
員
会
が
　
に
該
当

す
る
者
と
同
等
の
資
格
が
あ
る
と

認
め
る
者

３
　
職
務
内
容

個
人
の
生
命
、
身
体
及
び
財
産
の
保
護
、
犯
罪
の
予
防
、
鎮
圧
及
び
捜
査
、
被
疑
者
の
逮
捕
、
交
通

の
取
締
り
そ
の
他
公
共
の
安
全
と
秩
序
の
維
持
の
任
務
に
従
事
し
ま
す
。

４
　
試
験
の
方
法
及
び
内
容

試
験
は
第
１
次
試
験
及
び
第
2
次
試
験
と
し
、
第
１
次
試
験
は
次
の
と
お
り
筆
記
試
験
等
及
び
「
（

注
）
1
．
」
に
該
当
す
る
者
を
対
象
と
す
る
集
団
面
接
試
験
を
行
い
、
第
2
次
試
験
は
第
1
次
試
験
の

合
格
者
に
対
し
て
行
い
ま
す
。
な
お
、
申
込
書
記
載
事
項
に
基
づ
き
、
受
験
資
格
の
有
無
等
に
つ
い
て

確
認
を
行
い
ま
す
。

第
1
次
試
験

筆　記　試　験　等 種
　
　
目
（
配
　
点
）

教
養
試
験

択
一
式
・
50問

（
600点

）

作
文
試
験

（
200点

）

体
　
力
　
検
　
査

（
200点

）

身
　
体
　
測
　
定

試
験
時
間

２
時
間

１
時
間

試
　
　
験
　
　
の
　
　
内
　
　
容

一
般
的
知
識
（
社
会
科
学
、
人
文
科
学
、
自
然
科
学
）
及
び

知
能
（
文
章
理
解
、
判
断
推
理
、
数
的
推
理
、
資
料
解
釈
）

に
つ
い
て
、
高
校
卒
業
程
度
の
筆
記
試
験
を
行
い
ま
す
。

文
章
に
よ
る
表
現
力
、
構
成
力
等
に
つ
い
て
、
筆
記
試
験
を

行
い
ま
す
。

職
務
遂
行
に
必
要
な
体
力
に
つ
い
て
次
の
種
目
に
よ
り
検
査

し
ま
す
。

種
目
…
握
力
、
腕
立
て
ふ
せ
、
上
体
お
こ
し
、
反
復
横
と
び
、

垂
直
と
び

柔
道
又
は
剣
道
の
段
位
取
得
者
に
は
、
一
定
点
を
加
算
し
ま

す
。
た
だ
し
、
柔
道
は
、（
財
）
講
道
館
、
剣
道
は
（
財
）

全
日
本
剣
道
連
盟
の
認
定
し
た
段
位
で
あ
っ
て
、
申
込
締
切

日
（
９
月
21日
）
ま
で
に
取
得
し
て
い
る
も
の
に
限
り
ま
す
。

別
表
の
身
体
測
定
合
格
基
準
に
従
い
、
各
項
目
に
つ
い
て
測

定
し
ま
す
。

集
　
団
　
面
　
接
　
試
　
験

（
200点

）
集
団
面
接
試
験
受
験
対
象
者
（（
注
）１
．）に

対
し
て
、
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
等
に
つ
い
て
集
団
面
接
を
行
い
ま
す
。

（
注
）
1
．
集
団
面
接
試
験
は
、
次
の
す
べ
て
に
該
当
す
る
者
を
対
象
に
行
い
ま
す
。

①
　
教
養
試
験
及
び
体
力
検
査
の
得
点
の
合
計
が
一
定
以
上
で
あ
る
者

②
　
体
力
検
査
の
得
点
が
一
定
以
上
で
あ
る
者



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
七
年
七
月
十
九
日

（
第
九
二
五
三
号
）

一
四

種
　
　
　
　
目

適
　
性
　
検
　
査

身
　
体
　
検
　
査

試
　
　
験
　
　
の
　
　
内
　
　
容

口
　
述
　
試
　
験
積
極
性
、
使
命
感
、
社
会
性
、
表
現
力
等
人
物
に
つ
い
て
、
個
別

面
接
を
２
回
（
う
ち
１
回
は
自
己
Ｐ
Ｒ
面
接
）
行
い
ま
す
。

職
務
遂
行
に
必
要
な
素
質
・
適
性
に
つ
い
て
検
査
し
ま
す
。

職
務
遂
行
に
必
要
な
健
康
度
に
つ
い
て
検
査
し
ま
す
。

③
　
身
体
測
定
の
結
果
が
合
格
基
準
を
満
た
し
て
い
る
者

2
．
前
記
「
1
．
」
に
該
当
す
る
者
以
外
の
者
は
、
作
文
試
験
は
採
点
さ
れ
ま
せ
ん
。

（
お
知
ら
せ
）

教
養
試
験
（
択
一
式
）
の
例
題
及
び
過
去
5
年
間
の
作
文
試
験
の
課
題
を
次
の
と
お
り
公
開
し
て
い

ま
す
。

・
香
川
県
人
事
委
員
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
い
ま
す
。

・
県
民
室
及
び
県
立
文
書
館
で
閲
覧
等
が
で
き
ま
す
。

別
　
表
　
身
体
測
定
合
格
基
準

（
注
）
個
別
面
接
2
回
は
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
日
に
行
う
予
定
で
す
。

５
　
試
験
の
日
時
、
場
所
及
び
合
格
者
発
表

（
注
）
香
川
県
人
事
委
員
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
ア
ド
レ
ス

http
://w

w
w
.pref.kagaw

a.jp/jinjii/saiyou/
６
　
受
験
申
込
手
続
等

試
験
案
内
及
び
申
込
用
紙
の
入
手
方
法

①
　
交
付
場
所
で
の
入
手

○
　
香
川
県
人
事
委
員
会
事
務
局
（
香
川
県
庁
東
館
2
階
）

○
　
香
川
県
庁
受
付
(本
館
及
び
東
館
1
階
)

○
　
香
川
県
警
察
本
部
庁
舎
受
付

区
　
分

身
　
長

体
　
重

胸
　
囲

視
　
力

色
　
覚

そ
の
他

男
　
性

女
　
性

160㎝
以
上

155㎝
以
上

47㎏
以
上

45㎏
以
上

78㎝
以
上
両
眼
と
も
、
裸
眼

視
力
が
0.6以

上
又
は
矯
正
視
力
が

1.0以
上

正
常
で
あ
る

こ
と

警
察
官
と

し
て
の
職

務
遂
行
に

支
障
の
な

い
身
体
的

状
態
で
あ

る
こ
と

区
　
分

日
　
　
時

場
　
　
　
　
所

合
格
者
発
表

第
１
次

試
　
験

第
２
次

試
　
験

＜
筆
記
試
験
等
＞

10月
16日
（
日
）

○
受
付
時
間

午
前
８
時
30分
～

午
前
９
時

○
試
験
時
間

午
前
９
時
～
午
後

５
時
ご
ろ

＜
集
団
面
接
試
験
＞

10月
下
旬
（
予
定
）

日
時
は
集
団
面
接
試

験
受
験
対
象
者
に
別

途
通
知
し
ま
す
。

適
性
検
査
及
び
身
体
検
査
は
11月

中
旬
、
口
述
試

験
は
12月

上
旬
の
予
定
で
す
。
日
時
、
場
所
等
は

第
１
次
試
験
合
格
者
に
別
途
通
知
し
ま
す
。

＜
筆
記
試
験
等
＞

香
川
県
警
察
学
校
・
香
川

県
立
高
松
高
等
技
術
学

校
・
香
川
県
産
業
技
術
セ

ン
タ
ー

（
高
松
市
郷
東
町
587－

1）
※
受
付
は
香
川
県
立
高
松

高
等
技
術
学
校

＜
集
団
面
接
試
験
＞

香
川
県
警
察
本
部

（
高
松
市
番
町
4－
1－
10）

＜
集
団
面
接
試
験
受
験
対
象
者
の
発

表
＞
10月
20日
（
木
）（
予
定
）

○
香
川
県
庁
東
館
玄
関
前
の
掲
示
板

及
び
県
内
各
警
察
署
に
対
象
者
の

受
験
番
号
を
掲
示
す
る
ほ
か
、
対

象
者
に
郵
便
で
通
知
し
ま
す
。

○
香
川
県
人
事
委
員
会
の
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
に
対
象
者
の
受
験
番
号
を
掲

示
し
ま
す
。

＜
第
１
次
試
験
合
格
者
の
発
表
＞

11月
7日
（
月
）（
予
定
）

○
香
川
県
庁
東
館
玄
関
前
の
掲
示
板

及
び
県
内
各
警
察
署
に
合
格
者
の

受
験
番
号
を
掲
示
す
る
ほ
か
、
合

格
者
に
郵
便
で
通
知
し
ま
す
。

○
香
川
県
人
事
委
員
会
の
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
に
合
格
者
の
受
験
番
号
を
掲

示
し
ま
す
。

12月
上
旬
（
予
定
）

○
香
川
県
庁
東
館
玄
関
前
の
掲
示
板

及
び
県
内
各
警
察
署
に
合
格
者
の

受
験
番
号
を
掲
示
す
る
ほ
か
、
合

格
者
に
郵
便
で
通
知
し
ま
す
。

○
香
川
県
人
事
委
員
会
の
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
に
合
格
者
の
受
験
番
号
を
掲

示
し
ま
す
。

※
　
視
力
測
定
で
眼
鏡
等
の
矯
正
器
具
が
必
要
な
方
は
、
必
ず
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

第
2
次
試
験

最
終
合
格
者
は
、
第
1
次
試
験
の
合
格
者
の
中
か
ら
、
第
2
次
試
験
の
試
験
成
績
に
基
づ
い
て
、

香
川
県
人
事
委
員
会
に
お
い
て
決
定
し
ま
す
。



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
七
年
七
月
十
九
日

（
第
九
二
五
三
号
）

一
五

○
　
香
川
県
内
各
警
察
署

○
　
香
川
県
東
京
事
務
所
、
香
川
県
大
阪
事
務
所

②
　
郵
便
に
よ
る
請
求

封
筒
の
表
に
赤
字
で
「
警
察
官
Ｂ
請
求
」
と
書
き
、
試
験
案
内
返
信
用
封
筒
（
Ａ
4
判
の
も

の
が
入
る
大
き
さ
の
封
筒
（
角
形
2
号
）
に
120円

分
の
切
手
を
は
っ
て
、
あ
て
先
を
明
記
し

た
も
の
）
を
必
ず
同
封
し
、
香
川
県
人
事
委
員
会
事
務
局
又
は
香
川
県
警
察
本
部
人
事
課
あ
て

請
求
し
て
く
だ
さ
い
。

③
　
香
川
県
人
事
委
員
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
試
験
案
内
及
び
申
込
用
紙
を
掲
載
し
て
い
ま
す
の

で
、
印
刷
し
て
申
込
み
に
使
用
で
き
ま
す
。

受
験
申
込
手
続
及
び
申
込
受
付
期
間

持
参
、
郵
送
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
う
ち
、
い
ず
れ
か
の
方
法
で
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。
申
込

み
は
1
回
に
限
り
ま
す
。

（
注
）

受
験
票
に
は
最
近
６
か
月
以
内
に
撮
影
し
た
写
真
（
上
半
身
・
脱
帽
・
正
面
向
き
・
縦
5

㎝
、
横
5
㎝
以
内
で
本
人
と
確
認
で
き
る
も
の
）
を
は
り
つ
け
て
試
験
の
当
日
持
参
し
て
く

だ
さ
い
。
写
真
の
な
い
場
合
は
受
験
で
き
ま
せ
ん
。
（
申
込
み
の
際
に
は
、
写
真
を
は
ら
な

い
で
く
だ
さ
い
。
）

受
験
番
号
は
、
第
１
次
試
験
（
筆
記
試
験
等
）
の
当
日
に
、
試
験
場
の
受
付
で
記
入
し
ま

す
。

７
　
合
格
か
ら
採
用
ま
で

こ
の
試
験
の
最
終
合
格
者
は
、
採
用
候
補
者
名
簿
に
登
載
さ
れ
た
上
、
警
察
本
部
長
か
ら
の
請
求

に
よ
り
成
績
順
に
提
示
さ
れ
、
そ
の
中
か
ら
採
用
者
が
決
定
さ
れ
ま
す
。
こ
の
名
簿
か
ら
の
採
用
は
、

原
則
と
し
て
平
成
18年

4
月
1
日
の
予
定
で
す
。

な
お
、
採
用
候
補
者
名
簿
の
有
効
期
間
は
、
名
簿
確
定
（
最
終
合
格
者
決
定
）
後
原
則
と
し
て
1

年
間
で
す
。

採
用
後
は
、
巡
査
に
任
命
さ
れ
、
香
川
県
警
察
学
校
に
入
校
し
て
警
察
官
に
必
要
と
さ
れ
る
基
礎

教
育
を
受
け
、
そ
の
後
そ
れ
ぞ
れ
の
勤
務
地
に
配
属
さ
れ
ま
す
。

８
　
給
与

平
成
17年

4
月
1
日
現
在
を
基
準
と
し
て
例
示
す
れ
ば
、
採
用
時
の
初
任
給
月
額
は
156,700円

（
た

②
　
申
込
書
の
受
付
後
に
受
験
票
を
交
付
し
ま
す
。
郵
送
に
よ
る
申
込

者
に
は
受
験
票
を
受
験
票
返
信
用
封
筒
に
入
れ
て
郵
送
し
ま
す
が
、

９
月
30日
（
金
）
ま
で
に
受
験
票
が
到
着
し
な
い
と
き
は
、
申
込
書

送
付
先
に
必
ず
照
会
し
て
く
だ
さ
い
。

インターネットによる方法

８
月
26日（

金
）

午
前
８
時
30分

か
ら
９
月
14日（

水
）

午
後
５
時
15分

ま
で
に
到
達
し
た
も

の
を
受
け
付
け
し

ま
す
。

①
　
香
川
県
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
あ
る「
電
子
申
請
・
施
設
利
用
申
込
」

に
よ
り
、イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
受
験
申
込
み
が
で
き
ま
す
。

香
川
県
人
事
委
員
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
、
詳
し
い
申
込
方
法
を

確
認
し
て
、
申
込
み
を
し
て
く
だ
さ
い
。

②
　
申
込
み
の
受
付
後
に
、「
電
子
申
請
・
届
出
の
結
果
通
知
に
つ
い

て
」
の
電
子
メ
ー
ル
を
送
信
し
ま
す
。

③
　
「
結
果
通
知
」
の
内
容
を
、
か
が
わ
電
子
自
治
体
シ
ス
テ
ム
か
ら

確
認
し
、
受
験
票
を
印
刷
し
て
く
だ
さ
い
。（
か
が
わ
電
子
自
治
体

シ
ス
テ
ム
　
https://kds.pref.kagaw

a.jp/）
④
　
９
月
16日
（
金
）
ま
で
に
「
電
子
申
請
・
届
出
の
結
果
通
知
に
つ

い
て
」
の
電
子
メ
ー
ル
が
届
か
な
い
と
き
は
、
早
急
に
香
川
県
人
事

委
員
会
事
務
局
に
照
会
し
て
く
だ
さ
い
。

区
分

受
　
付
　
期
　
間

申
　
込
　
先
　
及
　
び
　
申
　
込
　
方
　
法

持参又は郵送による方法

８
月
26日

（
金
）

か
ら
９
月
2
1
日

（
水
）
ま
で
（
土
曜

日
、
日
曜
日
及
び

祝
日
を
除
く
。
）

の
午
前
８
時
30分

か
ら
午
後
５
時
15

分
ま
で
で
す
。

受
付
期
間
後
は
ど

の
よ
う
な
理
由
が

あ
っ
て
も
受
け
付

け
し
ま
せ
ん
。

な
お
、
郵
送
の
場

合
は
、
９
月
21日

（
水
）
ま
で
の
消

印
の
あ
る
も
の
を

受
け
付
け
し
ま

す
。

①
　
申
込
用
紙
に
必
要
な
事
項
を
記
入
し
、
次
の
と
お
り
申
込
み
を
し

て
く
だ
さ
い
。（
申
込
み
の
際
に
は
、
申
込
書
、
受
験
票
及
び
試
験

成
績
の
「
請
求
ラ
ベ
ル
」
を
切
り
離
さ
ず
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。）

柔
道
・
剣
道
の
段
位
を
有
す
る
者
は
、
そ
の
旨
を
試
験
申
込
書
に
記

入
の
上
、
柔
道
の
場
合
に
は
（
財
）
講
道
館
が
、
剣
道
の
場
合
に
は

（
財
）
全
日
本
剣
道
連
盟
が
認
定
し
た
段
位
を
証
明
す
る
書
類
（
合

格
証
や
段
位
証
書
な
ど
）
の
写
し
を
必
ず
添
え
て
申
込
み
を
し
て
く

だ
さ
い
。
段
位
に
つ
い
て
は
受
験
申
込
締
切
日
ま
で
に
取
得
し
て
い

る
も
の
に
限
り
ま
す
。提
出
さ
れ
た
書
類
の
写
し
は
返
還
し
ま
せ
ん
。

直
接
持
参
す
る
方
法

下
記
の
う
ち
い
ず
れ
か
へ
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

○
香
川
県
人
事
委
員
会
事
務
局
（
香
川
県
庁
東
館
２
階
）

○
香
川
県
警
察
本
部
人
事
課

○
香
川
県
内
各
警
察
署

郵
便
で
申
込
み
を
す
る
方
法

申
込
用
紙
及
び
受
験
票
返
信
用
封
筒
（
長
形
３
号
に
80円
分
の

切
手
（
簡
易
書
留
で
郵
送
を
希
望
す
る
場
合
は
430円

分
の
切
手
）

を
は
っ
て
、
あ
て
先
を
明
記
し
た
も
の
）
を
必
ず
同
封
し
、
封
筒

の
表
に
赤
字
で
「
警
察
官
Ｂ
受
験
」
と
書
き
、
書
留
（
簡
易
書
留

も
可
）
に
よ
り
、
下
記
の
う
ち
い
ず
れ
か
へ
郵
送
し
て
く
だ
さ
い
。

○
香
川
県
人
事
委
員
会
事
務
局

○
香
川
県
警
察
本
部
人
事
課
（
申
込
書
送
付
先
の
住
所
は
、

17ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。）
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だ
し
、
平
成
17年
度
は
、
財
政
再
建
方
策
に
基
づ
く
給
与
の
減
額
措
置
に
よ
り
、
給
料
月
額
の
4
％
が

減
額
さ
れ
て
い
ま
す
。
減
額
措
置
後
の
額
は
150,432円

）
で
す
。
こ
の
ほ
か
に
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手

当
が
支
給
さ
れ
、
ま
た
、
支
給
要
件
に
該
当
す
る
者
に
は
、
扶
養
手
当
、
通
勤
手
当
、
住
居
手
当
等
も

支
給
さ
れ
て
い
ま
す
。

９
　
そ
の
他

受
験
手
続
等
の
問
い
合
わ
せ
は
、
香
川
県
人
事
委
員
会
事
務
局
、
香
川
県
警
察
本
部
人
事
課
又
は

香
川
県
内
各
警
察
署
に
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
郵
便
で
の
問
い
合
わ
せ
に
は
返
信
用
封
筒
（
切
手

を
は
っ
て
、
あ
て
先
を
明
記
し
た
も
の
）
を
必
ず
同
封
し
て
く
だ
さ
い
。

第
１
次
試
験
（
筆
記
試
験
等
）
の
当
日
は
、
受
験
票
（
写
真
を
は
っ
た
も
の
）
、
Ｈ
Ｂ
又
は
Ｂ
の

鉛
筆
、
消
し
ゴ
ム
、
運
動
用
の
シ
ョ
ー
ト
パ
ン
ツ
、
Ｔ
シ
ャ
ツ
、
運
動
靴
（
上
履
き
）
及
び
昼
食
を

持
参
し
て
く
だ
さ
い
。
視
力
測
定
で
眼
鏡
等
の
矯
正
器
具
が
必
要
な
方
は
、
必
ず
持
参
し
て
く
だ
さ

い
。
時
計
は
計
時
機
能
だ
け
の
も
の
に
限
り
ま
す
。（
携
帯
電
話
等
は
使
用
で
き
ま
せ
ん
。
）

受
験
者
は
、
試
験
場
で
の
駐
車
は
で
き
ま
せ
ん
。

第
１
次
試
験
（
筆
記
試
験
等
）
の
当
日
の
試
験
場
へ
の
電
話
照
会
は
、
ご
遠
慮
く
だ
さ
い
。

１０
採
用
試
験
成
績
の
お
知
ら
せ
に
つ
い
て

こ
の
採
用
試
験
の
試
験
成
績
は
、
次
の
請
求
方
法
に
よ
り
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

試
験
成
績
通
知
書
の
請
求

①
　
お
知
ら
せ
す
る
試
験
成
績
の
内
容
等

つ
け
て
く
だ
さ
い
。

返
信
用
封
筒
に
は
、
必
ず
80円
分
の
切
手
を
は
っ
て
く
だ
さ
い
。
た
だ
し
、
簡
易
書
留
で
郵

送
を
希
望
す
る
場
合
に
は
、
430円

分
の
切
手
を
は
っ
て
く
だ
さ
い
。

○
　
返
信
用
封
筒
は
、
第
１
次
試
験
（
筆
記
試
験
等
）
の
当
日
〔
10月
16日
（
日
）
〕
に
試
験
場

へ
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

○
　
返
信
用
封
筒
は
、
第
１
次
試
験
（
筆
記
試
験
等
）
の
全
試
験
種
目
の
終
了
後
に
そ
れ
ぞ
れ
の

試
験
室
で
回
収
し
ま
す
の
で
、
請
求
さ
れ
る
方
は
係
員
の
指
示
に
従
っ
て
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

口
頭
に
よ
る
請
求

香
川
県
個
人
情
報
保
護
条
例
第
27条
第
1
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
口
頭
に
よ
り
開
示

請
求
を
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
場
合
、
本
人
で
あ
る
こ
と
を
確
認
で
き
る
書
類
（
運
転
免
許

証
、
旅
券
等
）
が
必
要
に
な
り
ま
す
。
詳
し
く
は
、
第
１
次
試
験
（
筆
記
試
験
等
）
の
当
日
に
交
付

す
る
受
験
番
号
票
の
裏
面
の
記
載
内
容
を
確
認
し
て
い
た
だ
く
か
、
香
川
県
人
事
委
員
会
事
務
局
ま

で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

対
　
象
　
者

試
験
成
績
の
内
容

時
期
及
び
方
法

第
１
次
試
験

不
合
格
者

第
１
次
試
験

合
　
格
　
者

第
１
次
試
験
の
総
合
得
点
、
種
目
別

得
点
及
び
総
合
順
位

第
１
次
試
験
の
総
合
得
点
、
種
目
別

得
点
及
び
総
合
順
位
並
び
に
第
２
次

試
験
の
順
位

試
験
成
績
通
知
書
を
請
求
さ
れ
た
場
合
に

は
、
第
１
次
試
験
合
格
者
発
表
日
以
後
、

速
や
か
に
郵
送
し
ま
す
。

試
験
成
績
通
知
書
を
請
求
さ
れ
た
場
合
に

は
、
最
終
合
格
者
発
表
日
以
後
、
速
や
か

に
郵
送
し
ま
す
。

対
　
象
　
者

第
１
次
試
験

不
合
格
者

第
１
次
試
験

合
　
格
　
者

開
示
す
る
内
容

第
１
次
試
験
の
総
合
得
点
、
種
目

別
得
点
及
び
総
合
順
位

第
１
次
試
験
の
総
合
得
点
、
種
目

別
得
点
及
び
総
合
順
位
並
び
に
第

２
次
試
験
の
順
位

開
示
す
る
期
間

第
１
次
試
験
合
格
者
発

表
日
か
ら
１
月
間

最
終
合
格
者
発
表
日
か

ら
１
月
間

開
示
す
る
場
所

香
川
県
人
事
委
員

会
事
務
局

②
　
請
求
方
法

○
　
試
験
成
績
通
知
書
返
信
用
封
筒
（
定
形
：
長
形
3
号
）
に
あ
て
先
を
記
入
し
て
、
試
験
成
績

の
「
請
求
ラ
ベ
ル
」
（
申
込
用
紙
左
下
の
書
式
。
申
込
書
受
付
後
に
交
付
し
ま
す
。
）
を
は
り
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～
お
知
ら
せ
～

第
1
次
試
験
を
台
風
等
の
た
め
に
、
や
む
を
得
ず
日
程
変
更
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
場

合
に
は
、
随
時
香
川
県
人
事
委
員
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
お
知
ら
せ
す
る
予
定
で
す
。

こ
の
試
験
に
つ
い
て
の
問
い
合
わ
せ
は

〒
760－

8570
高
松
市
番
町
四
丁
目
1
番
10号
（
香
川
県
庁
東
館
2
階
）

香
川
県
人
事
委
員
会
事
務
局

〔
Ｔ
Ｅ
Ｌ
〕（
087）

832－
3712

〔
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
・
ア
ド
レ
ス
〕

http://w
w
w
.pref.kagaw

a.jp/jinjii/saiyou/
〒
760－

8579
高
松
市
番
町
四
丁
目
1
番
10号

香
川
県
警
察
本
部
人
事
課

〔
Ｔ
Ｅ
Ｌ
〕（
087）

833－
0110

内
線
　
2623・

2624
〔
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
・
ア
ド
レ
ス
〕

http://w
w
w
.pref.kagaw

a.jp/police/saiyou/saiyou/osira１７
.htm
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試験場案内�

　（注）バス路線の運行時間等は変更になる場合がありますので、事前に確認してください。�
　　　　コトデンバス　（ＴＥＬ）　０８７－８２１－３０３３�

試験場〔香川県警察学校・香川県立高松高等技術学校・香川県産業技術センター（高松市郷東町５８７－１）〕へは�
　　　ＪＲ高松駅前からは�
　　①コトデンバス下笠居・香西線…弓弦羽行、香西車庫行（宮脇町経由）　郷東橋バス停下車�
　　　コトデンバス下笠居線…弓弦羽行（昭和町経由）　 郷東橋バス停下車　　　 徒歩約20分　�
　　②タクシー約15分　�
　　　ＪＲ四国予讃線香西駅前からは�
　　　徒歩約30分　�

香川県警察運転�
免許センター�

香川県立高松高等�
技術学校�
試験当日の受付�
はこちら�

香川県警察学校�

香川県産業技術�
センター�

ＪＲ�
高松駅�

ＪＲ高徳線�

ＪＲ予讃線�

郷東橋バス停�ＪＲ�
香西駅�

さぬき浜街道�

主要地方道高松善通寺線�
琴電�
瓦町駅�

琴電�
高松築港駅�

香川県庁�
香川県人事委員会事務局�
（県庁東館 2階）�

香川県警察本部�

一
般
県
道
檀
紙
鶴
市
線�

香
　
東
　
川�
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庁

（
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百
円
）

古紙配合率70％
白色度70％再生紙を使用しています
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二
〇

香川県報は、香川県ホームページにも掲載しています。
http://www. pref. kagawa. jp/

　香川県市町村職員共済組合定款5条の規定に基づき、平成16年度決算の要旨を公告する。�

平成17年 7 月19日�

1　組合に属する地方公共団体等�

2　組合員数及び給料月額は、次のとおりである。�

　組合員の種別�
組合員数（人）�
給料月額（百万円）�
1人当たり給料月額（円）�

一般�
11,005�
3,765�

342,101

市町長�
34�
28�

826,406

特定消防�
1,061�
368�

346,876

船員一般�
5�
2�

351,800

任意継続�
246�
81�

330,517

合計�
12,351�
4,244�
343,617

経理単位�
人　　員�

区分�
　　　（収入）�
負担金�
掛金�
施設収入・商品売上�
基礎年金交付金�
利息及び配当金�
その他収入�
他経理から繰入金�
前年度繰越支払準備金�
前年度繰越長期給付積立金�
　　　 計�
　　　（支出）�
給付金�
役職員給与�
旅費・事務費�
商品仕入�
飲食材料費�
委託費�
支払利息�
連合会払込金�
老人保健拠出金�
退職者給付拠出金�
介護納付金�
基礎年金拠出金負担金�
他経理へ繰入金�
その他支出�
次年度繰越支払準備金�
次年度繰越長期給付積立金�
　　　 計�

差引当期利益金�

年度末支払準備金�
年度末長期給付積立金�
年度末資本剰余金�
年度末利益剰余金�

�
2,980,047�
3,022,137�

�
�

245�
328,299�

�
508,774�

�
6,839,502�

�
3,368,475�

�
�
�
�
�
�

107,271�
1,359,517�
802,276�
410,026�

�
18,303�
202,315�
517,514�

�
6,785,697�

短期　54,849�
介護　△1,044�
517,514�

�
�

655,969

�
10,037,946�
5,332,800�

�
1,423,412�
1,649,688�
18,246�

�
�

83,299,922�
101,762,014�

�
12,582,320�

�
�
�
�
�
�

561,095�
�
�
�

4,090,315�
29,295�

5�
�

84,498,984�
101,762,014�

�
�
�

84,498,984

�
98,457�

�
�
�

380�
5�

47,598�
�
�

146,440�
�
�

92,306�
3,636�

�
�

993�
�
�
�
�
�
�
�

29,668�
�
�

126,603�

19,837�
�
�

491�
57,236

�
195,142�
195,068�

�
�

1,446�
5,771�

�
�
�

397,427�
�
�

35,105�
8,956�

�
�
�
�
�
�
�
�
�

60,300�
267,204�

�
�

371,565�

25,862�
�
�
�

436,438

�
�
�

165,545�
�
1�

15,444�
60,300�

�
�

241,290�
�
�

90,187�
1,842�
922�

36,905�
95�

1,798�
�
�
�
�
�
�

122,483�
�
�

254,232�

△12,942�
�
�

880,500�
282,317

�
�
�
�
�

111,773�
�
�
�
�

111,773�
�
�

36,799�
3,202�

�
�
�

29,135�
�
�
�
�
�
�

11,067�
�
�

80,203�

31,570�
�
�
�

318,790

�
�
�
�
�
1�

321,768�
�
�
�

321,769�
�
�

14,973�
413�
�
�
�

251,463�
14,407�

�
�
�
�
�

30,808�
�
�

312,064�

9,705�

�
�
�

202,606

�
�
�

1,217�
�
�

5,672�
�
�
�

6,889�
�
�
�

48�
1,044�

�
�

1,336�
�
�
�
�
�
�

1,758�
�
�

4,186�

2,703�

�
�
�

48,888

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
0�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
0�

0

�
�
�
�
�
�

627,360�
�
�
�

627,360�
�

627,110�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

250�
�
�

627,360�

0

短期� 長期� 業務� 保健� 宿泊� 貯金� 貸付� 物資� 財形� 基礎年金支払�

業務�
12

保健�
4

宿泊�
18

貯金�
4

貸付�
3

物資�
0

合計�
41

3　組合職員の数は、次のとおりである。� （単位：人）�

4　各経理単位別収支状況は、次のとおりである。� （単位：千円）�

香川県市町村職員共済組合　�
理事長　増田　昌三�

市�
7

町�
28

一部事務組合等�

22
合計�
57

香川県市町村職員共済組合公告�


